
平成３０年度狩野川にぎわい創出事業実施業務委託 公募仕様書 案 

 

 本仕様書は、「平成３０年度狩野川にぎわい創出事業実施業務」の委託について適用する。 

 

 

１ 事業の目的 

本事業は、本市の中心市街地の大きな魅力である狩野川の水辺空間を、日常的に人が集う

憩いの場、にぎわいの場としてより一層活用し、中心市街地の回遊拠点としていくことを目

的として、狩野川右岸階段堤の利用調整を行う「沼津上土町周辺狩野川河川空間利用調整協

議会」（以下、協議会）の活動と連携しながら、「狩野川カヤック体験」や「水辺のステージ」

の支援、川に関心を持つ人を増やすワークショップなどを実施することにより、狩野川の更

なる利用促進を図るものである。 

 

２ 業務委託期間 

平成３０年４月１日 から 平成３１年３月３１日 まで 

 

３ 委託業務の内容 

 

（１）狩野川 カヤック体験の実施 

狩野川でのカヤック体験については、安全対策上必要な装備品や体制を確保し、必要に応じ

て知識や技術を持った専門家を招へいするなど、利用者の安全を優先した内容とすること。 

 

  ○実施期間 

   ・平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間。 

    (閑散期の 11月 1日～2月末日は、除く) 

・受託者の店休日以外は年間を通して利用できるようにする。 

  ○実施時間帯 

   ・周辺環境に配慮や、安全管理のため、概ね日の出から日没までの昼間とし、早朝や深夜

の実施はしない。 

○実施場所 

   ・狩野川右岸階段堤のあゆみ橋から御成橋までの区間を発着地とし、概ねあゆみ橋から御

成橋までの水面をカヤック体験乗船の範囲とする。 

  ○実施内容 

   ・狩野川で利用できる仕様のカヤック機材を調達し、利用者に貸し出す。 

・利用者に貸し出すカヤック機材は３艇分とする。 

・スタッフ用のボート等を１艇を常備する。 

・必要となる各種保険等に加入する。 

・事前の申し込みにより利用日時や利用人数などを把握し、利用当日に注意事項を説明の

うえ必要な資材を貸し出す。 

・カヤック体験中は、利用者による危険行為などがないか、現場で管理を行う。 

・気象状況などについて情報収集し、事前に天候悪化が予想される場合や、当日急な天候

悪化などによりカヤック（カヌー）体験の利用上の危険がある場合は、利用者に利用中

止などの注意喚起などを行う。 

・カヤック体験ができるということを視覚的に発信するため、河川敷にカヤック機材及び

のぼり等を配置し、利用者の増加による河川利用の賑わいを促す。 



（２）夏季狩野川階段堤を活用したにぎわい事業の実施 

狩野川階段堤(かのがわ風のテラス)を活用し、夏の期間、賑わいが創出される事業を行うこ

と。 

  ○実施期間 

   ・平成３０年７月１日から平成３０年８月３１日までの土日祝日および盆の期間。 

    (夏まつり期間は除く) 

  ○実施時間帯 

   ・周辺環境に配慮や、安全管理のため、概ね日の出から日没までの昼間とし、早朝や深夜

の実施はしない。 

○実施場所 

   ・かのがわ風のテラス 

  ○実施内容 

   ・夏季期間にかのがわ風のテラスにおいてにぎわいが創出されるような企画を行い、実施

する。 

・事業に必要な資材、人材等は受託者で手配するものとする。 

 

（３）かのがわ風のテラス利用促進事業 

①「水辺のステージ」開催支援事業 

「かのがわ風のテラス」の利用について、協議会が担う業務の一部である「水辺のステ

ージ」の利用申し込み窓口の開設や、当日の現場管理、使用料の徴収、利用者のサポート

業務などを行うことで、利用者の増加や定着を促進すること。 

・協議会と連絡調整しながら、「水辺のステージ」利用申し込みの仕組みを運用する。 

・受託者の施設内に「水辺のステージ」利用申し込み窓口を開設し、利用に関する相談

業務、調整業務、申込書類の受付、協議会との連絡調整などを行う。 

・「水辺のステージ」の利用条件などについては、別に協議会が定める条件を提示するこ

ととし、最終的な利用可否の判断は協議会が行う。 

・「水辺のステージ」利用者の利用状況を現地確認し、必要に応じてサポートをするとと

もに、利用内容や利用状況について協議会へ報告を行う。 

・気象状況などについて情報収集し、事前に天候悪化が予想される場合や、急な天候悪

化などにより「水辺のステージ」利用上の危険がある場合は、利用者に注意喚起など

を行う。 

②備品貸出事業 

「かのがわ風のテラス」の利用について、個人的利用や「水辺のステージ」等の利用

において、協議会が所有する備品の貸出を行うことで、利用者の増加や定着を促進する

こと。 

・協議会が所有する備品は、コードリールの他、利用者の利便性向上等を目的に今後購

入予定である。 

・備品貸出場所は、利用者の利便性の観点から、かのがわ風のテラスに近接する場所で

保管・貸出を実施する。 

 

（４）狩野川コミュニティ創出事業 

狩野川の活用に関心を持つ人のコミュニティづくりを促進すること。 

極力狩野川を活用してワークショップを行い、参加者に川の利用による心地よさを体感し

てもらう。 

・専門講師を招き、狩野川について深く知るためのセミナーや、河川空間の新たな活用法



について知るためのセミナーなどを複数回開催する。 

・狩野川とその周辺地域との連携強化や回遊性向上の新たな方策について考えるためのワ

ークショップを複数回開催する。 

・次代のまちづくり活動の担い手が狩野川周辺をはじめとした中心市街地に関心を持ち、

今後の活動に参画していくことができるよう、高校生などの若い世代が参加できる体験

型ワークショップを年数回開催する。 

・セミナーやワークショップの参加者などによるネットワークづくりを行う。 

・セミナーやワークショップの開催を通じて寄せられた狩野川の活用についての意見や、

新たな活用のアイデアなどの取りまとめを行う。 

 

４ 実施体制・報告業務 

（１） 受託者は、本事業に携わるスタッフを確保し、業務を遂行する。受託者はスタッフの

業務遂行を管理するとともに、スタッフと共に業務遂行に携わるものとする。 

（２） スタッフは、狩野川にぎわい創出事業のほか、各種関係団体や企業等との交渉、これ

らに係る業務の連絡調整・広報宣伝業務などを担当する。 

（３） 本業務に関わる全ての者は、事業の趣旨を理解の上、従事の心構え、狩野川にぎわい

創出に関する知識の習得など業務遂行上必要な自己研鑽を行うこと。 

（４） 受託者は、本事業を遂行するに必要な資材等を予算の範囲内で調達する。 

（５） 受託者は、本事業に係る業務の実績報告として、狩野川にぎわい創出事業の実践状況

などについて、委託者に対して毎月報告を行うものとする。 

（６） 受託者は、委託者及び関係者との定期的な打合せ会を設定するなど、随時情報交換を 

実施するとともに、業務の遂行に関し、疑義が生じた場合には委託者の指示を受け 

ること。 

 

５ 業務委託料の支払い  

委託者は、必要と認めるときは、受託者の請求により業務委託料を前金で支払うことがで

きる。なお、その場合は、別表の各回支払額を超えない範囲内での分割払いとする。 

 

６ 業務実施上の注意点 

（１）業務の再委託 

専門的な知識や技術を要する業務などの第三者への委託は可能とするが、管理運営に関

することを包括的に第三者へ委託することは不可とする。 

 

（２）業務遂行上のトラブル 

業務の遂行上、何らかのトラブルが発生した場合、受託者は委託者と連携の上、速やか

に解決を図る。 

  

７ 仕様書の変更等 

本仕様書の記載事項で変更する必要があるときは委託者と受託者の協議により、これに

従わなければならない。 

 

８ 疑義 

  本仕様書に関して疑義の生じた事項及び本仕様書に定めのない事項については、全て 

委託者と受託者の協議の上、これを解決するものとする。 

 



 

 

 

別表 

 平成３０年度狩野川にぎわい創出事業実施業務委託の前金払いによる支払額は、次のとお

りとする。 

 

回数 支払月 支払額（税込み） 

第１回 平成３０年  ５月 総支払額の２分の１相当 

第２回 平成３０年 １１月  総支払額の２分の１相当 

 


